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令和８年度徳島県新任福祉職員合同入職式事業業務仕様書 

 

１ 業務名 

  令和８年度徳島県新任福祉職員合同入職式事業 

 

２ 業務の目的 

本事業では、福祉の現場に新たに入職された方が一堂に会する入職式を開催し、事業所

の垣根を越えた同期の仲間との交流を図り、仕事に対する意識及びモチベーションを高め

ることで、離職の防止を図るとともに、研修会等を同時開催し、福祉の現場で働く職員と

しての資質向上を図る。また、若手職員が定期的に福祉職の魅力を発信することによっ

て、新規就労促進や福祉現場での定着促進を図る。 

 

３ 委託契約期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 委託業務実施場所 

  徳島県内 

 

５ 委託業務の内容 

    本委託で実施する業務は次の（１）～（９）とする。 

  なお、業務の実施に当たっては、発注者と十分に協議・調整すること。 

（１）新任福祉職員を対象とした入職式（以下「入職式」という。）の企画 

定員は８０名とし、新任福祉職員向けに入職式（約２時間）を実施すること。 

入職式開催日については、５月２２日とすること。 

  ア 入職式の企画 

    企画として次の内容を入れること 

① 参加者からの福祉職就任に当たっての決意表明（若干名） 

② アンバサダーの紹介 

③ 記念写真の撮影 

④ 新任福祉職員を対象とした講座（４０分程度） 

⑤ 新任福祉職員やアンバサダー同士の交流会（４０分程度） 

 ※ なお、入職式では主催者及び来賓からの挨拶を予定。 

  ※ 記念写真の撮影は会場で行う。 

（２）新任福祉職員を対象とした講座の企画 

   マナーアップ等、新任福祉職員が福祉現場で必要な基本的知識等を得るための講

座（４０分程度）を実施すること。 

    講師の選定、依頼を行うこと。 

（３）新任福祉職員やアンバサダー同士の交流会の企画 

   新任福祉職員やアンバサダー同士の繋がりをつくるための交流会（４０分程度） 

を実施すること。なお、途中でテーブルチェンジを行い、多くの人と交流できるよ 

うにすること。 
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（４）入職式参加者募集に関する広報の企画・計画 

  ア 申込み受付 

     受講希望者が比較的簡単に申し込めるような方法（電話、メール等）で申込

みを受け付けること。 

  イ 参加受付の回答 

（５）事前準備 

  ア 講師依頼 

  イ 講座資料の作成、印刷 

  ウ 会場及び会場設備（マイク、机、椅子等）の手配 

    ※ 会場は徳島市内で、参加者用の無料駐車場が併設されている場所を選ぶこ

と。 

  エ パソコン、プロジェクター、スクリーン等必要機材の手配 

  オ 参加者募集の広報（ホームページ掲載、募集チラシのデザイン・作成、配布

等） 

   ※ 募集チラシの作成は４００枚程度とし、受託者において、県が指定する宛先

に送付すること。発送に要する費用は受託者の負担とする。なお、県施設への

配架については県が協力する。 

  カ 参加者の申込受付、名簿作成 

  キ アンケートの作成 

（６）当日の運営 

  ア 会場設営、必要機材の設置 

  イ 講師の対応（謝金、旅費の支払い等） 

  ウ 入職式の運営 

  エ 運営スタッフの配置 

  オ 参加者の受付、出欠確認 

  カ 資料配付 

  キ 記録用写真の撮影、記念写真の撮影 

  ク アンケートの実施、回収 

  ケ 入職式で生じた廃棄物の処分 

（７）入職式終了後 

  ア 参加者名簿の作成及びデータによる提出 

  イ アンケートの集計及び傾向分析 

  ウ 入職式当日に撮影した写真の記録作成 

  エ 実績報告書作成 

    受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく業務の成果に関する報告書を作成 

   し、県に提出すること。なお、入職式後に入職式に係る報告書を提出するととも 

   に、事業終了後に事業全体の実績報告書を提出すること。 

（８）アンバサダーによるＳＮＳ発信 

ア コンテンツの発信 

  専用アカウント（Ｘ、Instagram 等）により、アンバサダーが作成した投稿記

事を効果的に発信すること。 
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・関係する組織内の意思決定（関係者との調整・記事に関係する県所属での決裁

等）を経た上で、発信すること。 

・記事投稿本数の管理を行うこと（令和７年度は月に２本以上記事を作成）。 

 ・多言語対応とすること。 

イ コンテンツの周知 

    福祉職場への入職と定着を促進するため、効果的にターゲットに訴求するため

の検討を行い、専用アカウント及び投稿記事を周知すること。 

 

（９）業務全般 

  ア 問合せに対する対応 

  イ 業務の目的を達するために必要な事項 

   ・事前に徳島県及び関係機関と協議すること。  

   ・問題が発生した場合は、県及び関係者と連携し迅速かつ誠実に対応すること。 

 

６ 成果品 

    本業務の成果品として、次の物品を提出すること。 

（１）著作権等 

 成果品に係る一切の著作権は、徳島県に無償で譲渡する。 

  また、成果品に含まれる第三者の著作権その他全ての権利についての交渉、処理

は受託者が行うこととし、その経費は委託料に含むものとする。 

 

７ 経費等について 

（１）経費の内容 

   受託者は、本事業の実施に必要な経費を負担することとし、県は委託料以外の費

用を負担しない。                                              

（２）対象となる経費 

   対象となる経費は、事業実施のために直接必要な経費に限る。 

（３）収支決算書の提出 

   業務完了後、本事業に係る収支決算書を県に提出すること。 

 

８ その他 

（１）統括責任者の配置 

  受託者は、当該業務を総合的に把握し、関係者等との調整を行う統括責任者と

して、式典の企画・運営に係る知識と経験を有する者を配置すること。 

（２）個人情報の保護 

      受託者は、本事業を実施する上で、個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護

法（平成１５年法律第５７号）、徳島県個人情報保護条例及び別添「個人情報取

扱特記事項」を守ること。 

（３）守秘義務 

   受託者は、本事業を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己

の利益のために利用しないこと。また、委託業務終了後も同様とすること。 
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（４）再委託の制限 

   受託者が本業務の一部を第三者に委託する場合には、あらかじめ県に対して業務

委託契約書において定める方法により、再委託する業務の内容、再委託先、再委

託先に対する管理方法等の事項を報告し、承認を得ること。 

（５）県への報告等 

   受託者は、事業の実施状況や進捗状況等、県の求めに応じて報告し、必要があれ

ば書類を提出すること。 

   県は、受託者による事業の実施が業務の目的に反すると認められるときは、必要

な是正措置を講ずるよう求める。 

（６）受託者は、本事業の実施に係る書類を整備し、委託事業完了後５年間保管するこ

ととし、県が書類の閲覧を求めたときは、これに応じること。 

（７）その他 

   本仕様書に定めのない事項及び業務実施中に生じた疑義については、県と受託者

双方による協議の上、決定すること。 



別記 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項に規定する個人情報

をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害

することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第２条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用して

はならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

 （収集の制限） 

第３条 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集しようとするときは、その事務の目的を明確にし、当

該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により収集しなければならない。 

 

 （適正管理） 

第４条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個

人情報の安全な管理のために必要かつ適正な措置を講じなければならない。 

 

 （目的外利用及び提供の禁止） 

第５条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三

者に提供してはならない。ただし、甲が指示又は承諾したときは、この限りでない。 

 

 （複写又は複製の禁止） 

第６条 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製

してはならない。ただし、甲が指示又は承諾したときは、この限りでない。 

 

 （再委託の禁止） 

第７条 乙は、この契約による個人情報を取り扱う事務については、第三者に委託してはならない。ただし、甲が承諾

したときは、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書により再委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）するときは、再委託先にこの契約に基づ

く個人情報の取扱いに関する一切の義務と同等の義務を負わせるとともに、再委託先の行為について再委託先と

連携してその責任を負うものとする。 

 

 （資料等の返還又は廃棄） 

第８条 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が

記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示した

ときはその指示に従うものとする。 

 

 （従事者への周知） 

第９条 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得

た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要

な事項を周知させなければならない。 

 

 （調査） 

第１０条 甲は、乙及び再委託先がこの契約による事務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随

時調査することができる。 

 

 （事故報告） 

第１１条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、

甲の指示に従うものとする。 


